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不審者確保

付添搬送
（学校か
ら必ず１
名は付添
のこと）

医療機関

☆防御
 ・暴力の抑止
　 と被害の防
　 止
☆避難・誘導・
　 避難場所へ
　 の誘導・避
 　難場所での
　 安全確保

 ・負傷者等の
   把握
 ・症状の確認
 ・応急手当

  場合に
  よって
  は処置

生徒指導主任

・状況確
認、
　調査
・情報収集
・対策検討

教職員（担任）

　　　　　　火事・救急→１１９
①「もしもし、救急車をお願いします。」
②報告者名「私は…　です。」
   学校名「上富田町立朝来小学校です。」
   所在地「上富田町２７５０番地です。」
   電話番号「４７－００４０です。」
③疾病者等の人数・性別・年齢・氏名
④疾病等の状況「いつ」「どこで」「どうして」「意識の有無」「身体
   状況」
⑤救急車到着までしておくことは何か。
⑥学校入り口では、サイレンを止めていただくよう依頼する。

学校医

 ・事態や状況の
   把握、判断
 ・対応、指示
 ・連絡、報告
☆マスコミ対応
　の窓口一本化
（校長又は教
頭）

事
件
・
事
故
の
発
生

（
問
題
行

動
・
食
中
毒
・
伝
染
病
・
疾
病

等

）

指　示

校　　長
（教頭） 報　告

養護教諭
保健主事等

他の関係機
関（青少年セ
ンター・児童
相談所・保健
所・消防）

警察の
出動要請
（１１０番）

教育
委員
会

保護
者

（担任・養護教諭から保護者への連絡）
１．現在のけがの状況・病気について話す。
２．受診する医療機関について確認する。
３．保険証を持って、学校または、医療機関に来
    てもらう。（保護者の緊急連絡先は、一定の
    場所に保管し、担任外でも緊急時連絡が取
    れるようにすること）

事件・事故等緊急事態発生時の対処、救急及び緊急連絡体制
朝来小学校

（最重要ポイント）
☆子どもの安全確保、生命維持最優先
☆冷静で的確な判断と指示
☆適切な対処と迅速・正確な連絡・通報

発見者

　（事故発生時の対応）
・発生の事態や状況の
  把握、情報入手　（報告事項→いつ・どこで・だれが・なにをして・なぜ・ど
  のように５Ｗ１Ｈ）
・必ず校長・教頭に報告（独断で判断せず、応援を依頼する）
・近くの子どもの安全確保
・近くの負傷者の把握と応急手当（状況によって動かせるか、どうか判断す
  る。疑わしい時は、動かさない。）

救急車の
出動要請
（１１９番）



校　長 教　頭 育成・１・２年主任へ

教　務 3・4年主任へ

人権主任 5・6年主任へ

生徒指導主任 担任外へ

教務

５・６年担任へ

職員緊急連絡網（休業日職員在宅時）

　　生徒指導主任

②本部から、緊急放送を流し、担任は、児童の安全確保に努め避難誘導を行う。

③本部は、関係機関に連絡を入れ、救助の依頼をする。

（警察・青少年センター・
児童相談所への対応）

（その他必要な対応）

（その他必要な対応）

事務職員

用務員

◆状況に応じ、臨時会議を招集、共通理解を図る。

問題別対応マニュアル

３・４年担任へ

⑧保護者には、緊急連絡網（又は、プリント）により、事件の概要と今後の学校
   の対応を伝える。

④緊急事態が発生した教室の教師は、不審者が子どもに危害を加えないよう
   に、逃げる指示を行うとともに、同僚と教室内のいす・机・刺す又等で、抵抗
   する。警察が到着するまでの間、別の男性職員が加わり、不審者の動きを
   止めておく。

⑥警察が到着し、不審者逮捕されたことの一報を放送で知らせる。

⑦状況に応じ、普通下校か保護者の迎えの要請をするか判断する。

担　　　任 （該当保護者等への対応）

（校医・病院等への対応）

（その他必要な対応）

校長→教頭

関係機関への報告・連絡は、校長・教頭。但し、担当者は、校長の指示を受け報告・連絡・対応

校内対策本部体制と指示系統　 　　　　校長（本部長）　教頭（副本部長）

　■不審者校内侵入　

１・２年担任へ

養護教諭

担任外

用務員へ

①発見者は、直ちに笛・火災報知器・大声で危険を知らせ、本部に連絡する。

⑤避難場所では、児童の状況把握を行い、職員で等間隔で囲むようにする。

（☆校長が不在の時は、教頭→教務→人権主任→生徒指導主任の順に回す。以下同じ）

①不審者侵入（詳細は、別ページ参照）



①現場に急行する（事実関係を聴く。保護者に連絡をとる。）

④行方不明（命に関わる問題）→全職員招集

①緊急対応　入手した情報を保護者に伝えると共に、家庭からも事情を聞く。

④帰宅後の当該児童・保護者への指導・援助　心のケア　関係機関との連携　

②情報の収集・整理

③家庭に連絡　　 個別指導（保護者を呼んで指導もあり）

②事実確認　　　　報告・個別指導→教頭・校長からの指示

①緊急対応　入手した情報を保護者に伝えると共に、家庭からも事情を聞く。

③家出等（命に別状ない時）→担任・学年主任・生徒指導主任・校長・教頭

　■ゲームセンターに等出入りし、学校に連絡が入ったとき　→担任・生徒指導

①現場に急行する（事実関係を聴いた後、保護者に連絡をとる。）

　■児童が店舗で補導され、学校に連絡が入ったとき　→担任・生徒指導

②万引き、窃盗等

⑦再発防止に向けた対応

③捜索……必要最小限で（担任・生徒指導・教頭・校長）

②情報の収集・整理

③警察への連絡　状況により保護者と捜索願の提出について相談。

⑥帰宅後の当該児童・保護者への指導・援助　心のケア　関係機関との連携　

⑤再発防止に向けた対応　

④緊急対策会議の開催　情報の集約・共通理解・役割分担　

②事実確認　　　　報告・個別指導→教頭・校長からの指示

③家庭に連絡　　 個別指導（保護者を呼んで指導もあり）

④謝罪　　　　　　　保護者・児童・担任　　必要に応じ管理職も

⑤関係機関　　　　連絡、指導（児童・保護者へ）


